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東日本大震災 （参考）阪神・淡路大震災

発生日時 平成２３年３月１１日１４：４６ 平成７年１月１７日５：４６

マグニチュード ９．０ ７．３

地震型 海溝型 内陸型

被災地 農林水産地域中心 都市部中心

震度6弱以上県数

８県（宮城，福島，茨城，栃木，岩手，群馬，埼玉，千葉）
震度７：宮城県北部、
震度６強：宮城県南部・中部、福島県中通り・浜通り、

茨城県北部・南部、栃木県北部南部

１県（兵庫）

津波 各地で大津波を観測
（最大波 相馬９．３ｍ以上，宮古８．５ｍ以上，石巻市鮎川８．６ｍ以上）

数十ｃｍの津波の報告あり、

被害なし

被害の特徴 大津波により，沿岸部で甚大な被害，多数の地区が壊滅。
建築物の倒壊。長田区を中心に大規
模火災が発生。

死者

行方不明者

死者 １９，７８２名（震災関連死を含む）

（岩手：５，１４７名、宮城：１０，５７１名、福島３，９４８名）

行方不明者 ２，５５０名（岩手：１，１０７名、宮城：１，２１５名、福島：２２４名）

死者 ６,４３４名
行方不明者 ３名

住家被害（全壊） １２２,０５３棟 （岩手：１９，５０８棟、宮城：８３，００５棟、福島：１５，４８３棟） １０４,９０６棟

災害救助法の適用 ２４１市区町村
（青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、東京、長野、新潟の１０都県）

２５市町
（大阪、兵庫の２府県）

複合災害 東京電力福島第一原子力発電所の事故。
避難指示区域の面積1,150㎢（平成25年8月（最大））、避難者数47万人（発災当初）

－
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Ⅰ．東日本大震災の概要

緊急災害対策本部とりまとめ報（令和７年３月１０日）及び令和４年版「防災白書」を基に作成





Ⅲ．復興の変遷

Ⅰ 集中復興期間 (H23.3～H28.3) Ⅱ 第１期復興・創生期間 (H28.4～R3.3) Ⅲ 第２期復興・創生期間 (R3.4～R8.3)＜現在＞

＜組織・制度＞
・復興基本法 公布・施行（H23.6）

→復興対策本部設置
・復興庁設置法 公布（H23.12）

 施行（H24.2）
→復興庁創設

・復興特区法 公布・施行（H23.12）
・中長期ロードマップ※決定 （H23.12）

※R1改訂
・東日本大震災復興特別会計創設（H24.4）

※東京電力ホールディングス（株）福島第一
原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期
ロードマップ

＜その他＞

・応急仮設住宅等の入居戸数ピーク（H24.3）
・福島県において漁業の試験操業開始
（H24.6～。R3.3まで試験操業を実施し、

現在は本格操業への移行段階）

・避難所が解消（H25.2）
・避難指示区域の見直し完了（H25.8）
・福島県の一部地域を除き、災害廃棄物

処理が完了（-H26.3）

「東日本大震災からの復興の基本方針」
（H23.7閣議決定／H23.8改定）

被災地の一刻も早い復旧復興を目指す

「「復興・創生期間」における
東日本大震災からの復興の基本方針」

 （H28.3閣議決定／H31.3改定）

復興のステージが進むにつれて生じる新た
な課題や多様なニーズにきめ細やかに対応
しつつ、被災地の自立につながり、
地方創生のモデルとなるような復興の実現
を目指す

＜組織・制度＞
・特定復興再生拠点区域制度が創設（H29.2）
・復興庁の設置期限が10年延長（R2.6）

＜その他＞
・被災した319漁港の全ての陸揚げ機能回復

（R30.3）

・主要港湾施設の復旧が完了（H30.3）  
・帰還困難区域を除く８県100市町村において

面的除染が完了（H30.3）
・帰還困難区域を除く全ての地域で避難指示

が解除（R2.3）
・住宅再建・復興まちづくりが完了し、

公共インフラ工事も概ね完了（-R2.12）
・岩手県・宮城県において応急仮設住宅の

供与終了（R3.3）
・福島県内の除染に伴い発生した除去土壌等

（帰還困難区域のものを除く）の中間貯蔵
施設への搬入が概ね完了

・仮設工場等の仮設施設から、累計3090事業
者が退去し、入居者は97事業者となった
（R3.3）

「第２期復興・創生期間以降における
東日本大震災からの復興の基本方針」

（R3.3閣議決定／R6.3改定）

第１期復興・創生期間の理念を継承

(1) 地震津波被災地域

残された課題について、きめ細かく対応

・被災者支援について復興の進展に応じて生じる
課題にきめ細かく対応

・移転元地等の活用を後押し
・被災地の中核産業である水産加工業の販路開拓・
加工原料転換等を支援

(2) 原子力災害被災地域

引き続き国が前面に立って、中長期的に対応

・事故収束及び環境再生に向けた取組を継続
・帰還に向けた生活環境の整備及び移住等の促進
・帰還困難区域における
特定復興再生拠点区域、拠点区域外への帰還、
居住に向けた取組を推進

・福島イノベーション・コースト構想の推進、
福島国際研究教育機構の取組の推進

・農林水産業の再生に向けた営農再開等の支援、
風評被害への対応

(3) 記憶・教訓の後世への継承

・福島県に設置する国営追悼・祈念施設の整備
・震災遺構・伝承施設との連携
・効果的な復興の手法・取組、民間のノウハウ
等の取りまとめ、関係機関への普及・啓発

・復興施策の評価

３





地域によって復興の段階が様々。それぞれの地域の実情や特殊性を踏まえながら、
着実に取組を進める。

○ 事故収束（廃炉・汚染水・処理水対策）
・ 廃炉については、安全確保を最優先にしつつ、持続的な人的体制・資金の確保、廃炉を通じた
イノベーションの促進、誇りを持てる現場とするための理解醸成・情報発信等を行う
・ ALPS処理水の処分については、輸入規制の即時撤廃、水産業支援に取り組む
○ 環境再生に向けた取組
・ 福島県内の除去土壌等の2045年３月までの県外最終処分に向け国が責任を持って取り組む
・ 官邸での利用の検討を始め政府が率先し復興再生利用を推進。最終処分場の候補地選定プロ
セスの具体化等、福島県外での最終処分に向けた取組を政府一体となり進める
・ 福島県外の指定廃棄物の最終処分に向けた取組を加速化
○ 帰還・移住等の促進、生活再建、交流・関係人口の拡大、観光の振興
・住民の帰還促進、避難指示解除地域の復興に向け、ハード・ソフト両面で生活環境を整備
・住民が里山の恵みを享受できるよう、森林整備の再開を始め、「区域から個人へ」の考え方の下、
安全確保を大前提とした活動の自由化等、住民等の今後の活動の在り方を検討
・ 交流・関係人口の拡大に向け、福島第一原子力発電所や中間貯蔵施設等の活用や芸術等の新た
な地域コンテンツの発掘等
・ ホープツーリズムを始めとした、観光振興策を戦略的に推進
○ 福島国際研究教育機構（F-REI）の取組の推進
・「ロボット」「農林水産業」「エネルギー」「放射線科学・創薬医療、放射線の産業利用」「原子力災害に
関するデータや知見の集積・発信」の各分野の質の高い研究開発の推進、施設整備の可能な限りの前倒し
・ 国内外の優秀な研究者が定住するにふさわしい生活環境整備

○ 福島イノベーション・コースト構想を軸とした産業集積等、事業者再建
・ 構想の具体化、F-REI等との連携等を通じ、「実証の聖地」として、地域の稼ぎ・日々の暮らし・
担い手の拡大を牽引し、2030年頃までの自立的・持続的な産業発展を実現
・ ドローン・ロボット、衛星・宇宙関連の先進的な取組、スタートアップの誘致

○ 農林水産業の再建
・ 令和12年度末までに約11,000haを目標とする地域の取組を支援し営農再開の加速化、
省力的かつ稼げる農業生産体系の構築、広域的な産地形成の推進
・ 帰還困難区域内の森林整備再開に向け条件整備の上で本格復旧に着手、
中高層公共建築物における福島県産材の活用に向けた関係省庁間での情報共有等
・ 計画的な水揚げ回復や養殖生産の取組、担い手確保、スマート水産業の推進
○ 風評払拭・リスクコミュニケーションの推進
・食品規制等を科学的・合理的見地から検証、安全性を担保された自家消費食品の摂取制限見直し

１．原子力災害被災地域

・ 第２期復興・創生期間において残された事業に全力を挙げ、復興事業がその役
割を全うすることを目指すとの方針に基づき取り組み
・ 第２期復興・創生期間の終了までの間に培ってきたノウハウの地方公共団体等
への継承や地方創生の施策を始めとする政府全体の施策との連携を促進
・ 心のケア等や被災した子どもに対する支援等の中長期的取組が必要な課題につ
いては、被災地の状況を丁寧に把握し関係省庁等が連携しながら、政府全体の
施策を活用するとともに、ソフトランディングのため真に必要な範囲で第２期
復興・創生期間の後も復興施策により対応

〇 「第２期復興・創生期間」（令和３～７年度）の最終年度に当たる令和７年度に復興事業全体の在り方について見直しを行い、
 第２期復興・創生期間の次の５年間（令和８～12年度「第３期復興・創生期間」）までの期間における基本姿勢及び各分野における取組、財源、
組織等に関する方針を定める

〇 復興に向けた様々な課題について、まずは第３期復興・創生期間で何としても解決していくとの強い決意で、総力を挙げて取り組む

２．地震・津波被災地域

基本姿勢及び各分野における主な取組

○ 財源等
・ 次の５年間は復興に向けた課題を解決していく極めて重要な期間であり、
今の５年間以上に力強く復興施策を推進していくための財源を確保する

・ 令和８年度から５年間の事業規模は1.9兆円程度の見込み
・ この中で、福島県については、次の５年間の全体の事業規模が今の５年間を
十分に超えるものと見込まれる

○ 自治体支援
・ 必要な人材確保対策に係る支援、引き続き実施される復旧・復興事業につい
て震災復興特別交付税による支援を継続

○ 組織
・ 原子力災害被災地域の最前線の復興に必要な福島復興局内体制整備
・ 地震・津波被災地域に残る中期的課題への支援に必要な復興庁内体制整備

○ その他
・ 基本方針は、第３期復興・創生期間の開始から３年後を目途に必要な見直し

復興を支える仕組み等

３．教訓・記憶の後世への継承

・ 東日本大震災・復興記録を収集、取りまとめ、幅広く普及・啓発
・ 被災各地の追悼・祈念施設、震災遺構、伝承施設等の間で連携しつつ、東日本
大震災の記憶と教訓を後世へ継承

（参考）「第２期復興・創生期間」以降における東日本大震災からの復興の基本方針【概要】
令和７年６月20日
閣 議 決 定

５







Ⅳ．現状と取組② 【原子力災害被災地域 の主な取組】

８

１． 事故収束（廃炉・汚染水・処理水対策）

２． 原子力災害被災地域の復興・再生に向けた取組

２－１． 環境再生の取組（除染、特定廃棄物処理、除去土壌処理）
２－２． 避難指示解除、帰還困難区域の復興・再生
２－３． 帰還等の促進・生活再建
２－４． 福島イノベーション・コースト構想
２－５． 福島国際研究教育機構
２－６． 農林水産業の再生
２ー７． 風評対策

１．事故収束（廃炉・汚染水・処理水対策）

（現状）

・東京電力福島第一原子力発電所の廃止措置等に向けた中長期ロードマップを踏まえ、国が前面に立って、安全かつ着実に実施。

・ALPS（多核種除去設備）処理水の処分について、令和５年７月にIAEAの包括的報告書が公表され、関連する国際的な安全基準に合致し

ていること、人及び環境に与える放射線の影響は無視できるものと結論付けられた。

・令和５年８月に開催された関係閣僚等会合において、ALPS処理水の処分に伴う風評影響やなりわい継続に対する不安に対処するべく、

今後これらの対応に政府としてALPS処理水の処分が完了するまで全責任を持って取り組むことを決定した。

・併せて、同会合において東京電力に対して、原子力規制委員会が認可した実施計画に基づき、速やかに海洋放出開始に向けた準備を進

めるよう要請。同年８月24日に海洋放出が開始され、各機関においてモニタリングを実施し、結果を公表している。

（取組）

・事故時に溶けて固まった燃料（燃料デブリ）は、まず２号機で試験的取り出しに成功（2024年11月）。原子炉格納容器内の状況や作業

経験などから得られる新たな知見を踏まえ、 作業を柔軟に見直しつつ、 段階的に取り出し規模を拡大していく。

・ALPS処理水の海洋放出については、令和５年度に計４回の放出を実施。令和７年度は計７回放出予定（現時点では、海洋放出を停止す

るような有意なモニタリング結果は観測されていない）。

２０１１年１１月時点

空間線量率の推移

出典：原子力規制庁 福島県及びその近隣県における航空機モニタリングの結果について

２０２４年１２月時点

測定した領域の空間線量率は、全体として減少傾向にある。





２－２．避難指示解除、帰還困難区域の復興・再生

避難指示区域の概念図 (令和７年３月３１日現在)

（現状） 
・対象区域における除染やインフラ整備等を行い、 着実
に避難指示を解除。

・帰還困難区域内においては、令和５年１１月までに、６
町村（双葉町、大熊町、浪江町、富岡町、飯舘村、葛尾
村）の「特定復興再生拠点区域」で避難指示が全て解
除。

・令和５年６月に、改正福島特措法により、拠点区域外
において避難指示解除による住民の帰還等を目指す
「特定帰還居住区域」制度を創設。

（取組）
・ 「特定帰還居住区域」制度に基づき、令和７年３月までに、大熊町、双葉
町、浪江町、富岡町及び南相馬市において「特定帰還居住区域復興再生
計画」を作成し、国が認定。当該計画に基づき、大熊町、双葉町、浪江町
及び富岡町の４町においては除染等を開始しており、南相馬市において
は除染等の開始に向けて準備中。 引き続き、避難指示解除に向けた取
組を実施。 

・葛尾村においては、令和５年度に実施した帰還意向調査の結果を踏まえ、
今後、 計画を作成予定。

・帰還意向調査は自治体の意向を踏まえて複数回実施する方針であり、令
和６年８月以降、４町において２回目の調査を実施。 当該調査の結果を踏
まえ、令和７年３月に浪江町において計画を変更し、国が認定。

区域 時期 対応

避難指示解除準備区域・

居住制限区域
令和２年３月まで 全ての区域での避難指示解除を完了

帰還困難区域 特定復興
再生拠点
区域

令和５年１１月まで ６町村の特定復興再生拠点区域全てにおいて避難指示解除を完了

拠点区域
外（特定
帰還居住
区域）

令和３年８月 「特定復興再生拠点区域外への帰還・居住に向けた避難指示解除に
関する考え方」を決定

令和５年６月 改正福島特措法が公布・施行（「特定帰還居住区域」制度の創設）

令和５年９月 「大熊町特定帰還居住区域復興再生計画」及び「双葉町特定帰還居
住区域復興再生計画」について認定

令和６年１月 「浪江町特定帰還居住区域復興再生計画」について認定

令和６年２月 「大熊町特定帰還居住区域復興再生計画」の変更について認定
「富岡町特定帰還居住区域復興再生計画」について認定

令和６年４月 「双葉町特定帰還居住区域復興再生計画」の変更について認定

令和７年３月 「浪江町特定帰還居住区域復興再生計画」の変更及び「南相馬市特
定帰還居住区域復興再生計画」について認定

10※南相馬市の特定帰還居住区域については、個人宅の特定につながる
ため非公表。














